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譲渡対象者登録申込みの手引き（令和８年度版） 
 

第１　 動物の譲渡を受けるには 
 
 畜産試験場から動物の譲渡を受けるには、譲渡対象者として登録するための申し込みが必要となりま
すので、譲渡実施要領第３の条件を満たしている方は、別記第１号様式をダウンロードし、必要事項
を記入の上、郵送等により提出してください。 
 譲渡実施要領第３の条件を満たしていない方は、個人・法人にかかわらず、譲渡の申込みはできま
せん。 
　 なお、譲渡対象者として登録者となった方であっても、譲渡を確約するということではありませんので、
ご留意願います。 
　 また、希望の品種・数量等が譲渡されない場合もありますのでご注意ください。 
 
　 １　 譲渡対象者申込書送付先 
　 　 　 郵送等により下記あて先に送付してください。 
　 　 　 （メール・ファクシミリでは受付できません、郵送又は持参により送付してください。） 
　 　 　 郵便番号０８１－００３８ 
　 　 　 上川郡新得町字新得西５線３９番地１ 
　 　 　 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 畜産試験場 総務部総務課   
 
　 ２　 登録の有効期間 
　 　 　 譲渡対象者の登録日から令和９年３月３１日まで 
 
 
第２　 動物の譲渡方法について（概要） 
 
　 随意契約（見積書提出）と一般競争入札の概要をご説明します。 
　 なお、標準的な事例のため、個別の通知文又は入札公告に従った手続きをお願いします。 
 
　 １　 随意契約の場合 
　 （１）見積書提出の通知を受領　                                                  
　 　 　 　 当場より見積書提出について通知（通知文、見積心得、見積書等）が送付されますので、

譲渡を希望される方は見積書を提出してください。 
　 （２）動物の見学は当場が認めた場合にのみ実施します。内訳書等又は写真での対応等の場合

があります。通知文等を参照してください。 
　 　 　 　 なお、見学が可能な場合にあっても、防疫上、随時来場して行うことはできませんので事前

連絡が必要となります。 
　 （３）見積書提出                                                               
　 　 　 　 見積書の提出は期日必着です。提出にあたっては郵送又は持参により行ってください。 
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　 　 　 　 見積書の提出を辞退する場合は、見積書提出期限までに辞退する旨連絡してください。 
　 　 　 　 見積書の内容等を確認後、結果について当場より連絡します。 
　 （４）契約の相手として決定された場合 
　 　 　 　 引渡日等の打ち合わせをさせていただきます。 
　 　 　 　 譲渡代金は北海道立総合研究機構本部（札幌市）が別に発行する振込依頼書により

指定口座へお支払いいただき、入金が確認された時点で引渡しが可能になります。 
　 　 　 　 動物の引取に係る手段等は契約の相手として決定された方が手配してください。 
 
　 ２　 一般競争入札の場合 
　 （１）各種必要書類をダウンロード 
　 　 　 　 当場ホームページを参照し、譲渡を希望される方（譲渡対象者の登録をされた者）は公告

文、入札説明書、競争入札心得、資格審査申請書、入札書等をダウンロードし手続きを行っ
てください。 

　 （２）資格審査申請書の提出及び審査結果の受領 
　 　 　 　 資格審査申請書に必要事項を記入の上、郵送により提出してください。当場で資格審査後

に資格審査結果通知を送付します。 
　 　 　 　 なお、入札に参加できるのは、この資格審査結果通知で資格を有した方のみですのでご注

意ください。 
　 （３）動物の見学は当場が認めた場合にのみ実施します。内訳書等又は写真での対応等の場合

があります。公告文又は入札説明書等を参照してください。 
　 　 　 　 なお、見学が可能な場合にあっても、防疫上、随時来場して行うことはできませんので、事前

連絡が必要となります。 
　 （４）入札の執行 
　 　 　 　 入札の執行場所及び日時について公告文及び入札説明書を参照してください。入札書及

び印鑑を忘れずにお持ちください。 
　 　 　 　 場合によっては、入札保証金及び契約保証金を徴する場合があります。この場合は、資格

審査結果通知の際に保証金の有無を記載します。 
　 （５）落札した場合 
　 　 　 　 入札終了後、契約の手続きを行います。引渡日等の打ち合わせをさせていただきます。 
　 　 　 　 譲渡代金は北海道立総合研究機構本部（札幌市）が別に発行する振込依頼書により

指定口座へお支払いいただき、入金が確認された時点で引渡しが可能になります。 
　 　 　 　 動物の引取に係る手段等は落札された方が手配してください。
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第３　 動物の譲渡時期及び区分について（参考） 
 
　 譲渡時期及び区分等のおおよその実績は次のとおりです。 
　 なお、譲渡する動物、品種、数量、時期等を確約するものではありませんので留意してください。 
 
　 １　 牛 
　 （１）アンガス種 
　 　 　 　 年３回　 　 ８月～２月頃　 　 合計１３頭程度 
　 （２）黒毛和種経産牛 
　 　 　 　 年２回　 　 ７月～２月頃　 　 合計２０頭程度 

   （３）黒毛和種子牛
 年３回　 　 ７月～２月頃　 　 合計２０頭程度

　 ２　 馬 
　 　 　 北海道和種（子馬） 
　 　 　 年１回　 　 １１月～１月頃　 　 合計５頭程度 
  ３　 鶏(成鶏) 
　 　 　 ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ、名古屋種 
　 　 　 年３回　 　 ６月～９月頃　 　 　 合計２４羽程度 
  4　  羊 

 　 サフォーク種
   年１回　 　 ７月～９月頃　 　 　 合計８頭程度

 
 
第４　 譲渡に関するお問い合わせ先 
 
　 郵便番号０８１－００３８ 
　 上川郡新得町字新得西５線３９番地１ 
　 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 畜産試験場 総務部総務課   
 
　 電話番号  ０１５６－６４－０６１６（ダイヤルイン） 
　 ファクシミリ  ０１５６－６４－６１５１（代表） 

 　
 


